
○ 鳥取大学大学院連合農学研究科履修規程 

 

                             平成２０年２月１５日  

                             連合農学研究科規則第２号  

 

（趣旨） 

第１条 鳥取大学大学院連合農学研究科における授業科目の履修については，鳥取大学大学

院学則（平成１６年鳥取大学学則第５６号。以下「大学院学則」という。）に定めるものの

ほか，この規程の定めるところによる。 

（教育課程） 

第２条 各専攻の教育課程は，別表のとおりとする。 

（指導教員） 

第３条 連合農学研究科長（以下「研究科長」という。）は，入学した学生にそれぞれ主指導

教員及び副指導教員を定める。 

２ 主指導教員は，授業科目の履修、学位論文の作成等に関し指導助言を行う。 

３ 副指導教員は，教員２人とする。 

（履修方法） 

第４条 学生は，必修科目１１単位を含む合計１４単位以上を履修しなければならない。た

だし，他の専攻区分の授業科目は履修することができない。 

（履修科目の登録） 

第５条 学生は，履修しようとする授業科目を，毎学期所定の期日までに，所定の方法によ

り登録しなければならない。 

（研究指導） 

第６条 主指導教員は，学生に指導計画書及び指導報告書の必要事項を記入させ，毎年度所

定の期日までに研究科長に届出なければならない。  

（単位の認定） 

第７条 授業科目の単位の認定については，別に定める 

（既修得単位の認定） 

第８条 大学院学則第２７条に規定する本研究科に入学した学生が，入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位等の認定は，当該学生が提出する別紙様式

の既修得単位認定願並びにこれに係る成績証明書及びシラバスにより，当該学生が所属す

る専攻においてあらかじめ審査のうえ，本研究科委員会が行う。 

２ 前項の規定により履修したものと認定された授業科目の単位数のうち，１０単位を超え

ない範囲で第４条に定める課程修了の要件となる授業科目の単位数として認定することが

できる。 

（在学期間の短縮） 

第９条 大学院学則第２７条の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科

において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本研究科の教育課程の

一部を履修したものと認めるときは，大学院学則３３条の２の規定により，１年を超えない

範囲で本研究科に在学したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により本研究科に在学したものとみなすことができる期間の認定は，当該学



生が所属する専攻においてあらかじめ審査のうえ，本研究科委員会が行う。 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年２月１８日連合農学研究科規則第１号） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年２月１９日連合農学研究科規則第６号） 

  この規程は，平成２８年２月１９日から施行し，改正後の第７条の規定は，平成２８年度

入学生から適用する。 

附 則（平成３０年２月１６日連合農学研究科規則第２号） 

1 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

2 平成２９年度以前の入学生については，この規程施行による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則 

  この規程は，平成３０年８月２４日から施行する。 

 

附 則（令和５年２月１７日連合農学研究科規則第１号） 

1 この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

2 この規程は，令和５年度入学生から適用し、それ以前の入学生は従前の取扱いとする。 

 

   附 則（令和６年８月２３日連合農学研究科規則第１号） 

この規定は，令和６年８月２３日から施行する。 

 

   附 則（令和７年２月１４日連合農学研究科規則第２号） 

この規定は，令和７年２月１４日から施行する。 

 


